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まちづくりふれあいトーク（市長とのふれあいトーク）について

「まちづくりふれあいトーク」には、次の２種類があります。

●市長とのふれあいトーク

●市民ふれあいトーク

申込み・問合せ先：市民部くらし安全課 電話26-7736

市長が直接出向き、よりよい「まちづくり」をめざして市民の皆さんと話し合いま

す。

（注意）なお、まちづくり全般に関する話し合いが目的です。地域の道路・河川改修

や住環境整備などについては、まずは担当部署にご相談ください。

職員が「まちづくり」や「くらしと環境」などの政策メニューを持ってお伺いし

ます。

申込方法など、制度の概要は次のとおりです。

・対 象 市内に在住・在勤・在学している方で構成する、５人以上の団体・

グループ

・時 間 開催時間は、午前９時から午後９時の間で計画してください。

（年末年始は除きます）

・会 場 このトークは、みなさんが主催者となります。会場手配・準備はみ

なさんでお願いします。

・料 金 無料です。ただしメニューによっては材料費などの実費が必要にな

る場合があります。

・メニュー 「まちづくり」や「健康づくり」など の７分類に、57項目の

メニューを用意しています。

・申込み 開催日の１４日前までに、ふれあいトーク申込書を提出していただ

くか、電話でお申し込みください。

「生涯学習のまちづくり」の一環として、学習機会の拡大と行政

情報の共有化により、市民参加による開かれた市政実現のため、こ

の事業を行っています。


